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国道 8 号（彦根〜東近江）（仮称）

環境影響評価方法書の
縦覧・説明会を開催します

　　国土交通省近畿地方整備局は、国道８号（彦根
～東近江）の、新たな計画を検討しています。こ
の計画にあたり、環境保全の見地から意見があ
る場合には意見書を提出することができます。

期間　3 月 17 日㈫～ 4 月 16 日㈭
場所　
　▶ 県民活動生活課県民情報室（大津市京町四丁目）
　▶ 湖東環境事務所（元町）
　▶ 道路河川課　（彦根駅西口仮庁舎 ３階）
意見書の提出方法　3 月 17 日㈫～ 4 月 30 日㈭ 17：15

までに郵送か直接窓口。
提出先　滋賀県土木交通部　都市計画課都市計画係　

〒 520-8577　大津市京町四丁目 1-1
※縦覧期間中は、各縦覧場所にも提出できます。

環境影響評価方法書の縦覧

問い合わせ先　 土木交通部道路課　高速・幹線道路推進室　☎ 077-528-4142
　　　　　　   道路河川課　国・県事業対策室　☎ 30-6122、FAX24-5211

 説明会

日時　3 月 27 日㈮ 19：00（1
時間半程度）事前申込不要

場所　鳥居本地区公民館（鳥居本
町）1 階大会議室

　国道 8 号（彦根～東近江）（仮
称）は、彦根市を起点とし、近江
八幡市を終点とする約 20km
の計画道路。産業の促進・渋
滞の緩和・交通安全の確保・
観光振興の促進を図り、より
良い地域づくりに寄与するこ
とを目的として整備します。

　開発（今回は道路）事業の内容
を決めるにあたり、環境にどの
ような影響を及ぼすのかを、あ
らかじめ事業者自らが調査・予
測・評価し、その結果を公表して
一般の人や地方公共団体から意
見を聴き、環境保全の観点から、
より良い事業計画を作る制度。

　環境アセスメントの各
項目を、どのような方法
で調査・予測・評価して
いくのかという計画を示
したもの。

※国道 8 号（彦根～東近江）の対応方針案は、近畿地方整備局のホームページをご覧ください。

事業の概要 「環境影響評価
（環境アセスメント）」とは？

「環境影響評価方法書」
とは？

  時 間
10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
9：30～10：15

11：00～11：30
13：30～14：00
10：00～11：00
13：30～14：00
9：45～10：30

11：00～11：30
13：30～14：00
10：00～10：30
11：15～11：45
13：30～14：00
10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
10：00～10：30
11:10～11:40
10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
9：45～10：15

11：00～11：30
13：30～14：00

 月日

　4月　6日㈪

　9日㈭

　10日㈮

13日㈪

15日㈬

17日㈮

20日㈪

5月 12日㈫

14日㈭

会 場
新 海 町 公 民 館
本庄町公民館（本庄ふれあいセンター）
稲 枝 支 所（田原町）
中 地 区 公 民 館 ( 大 藪 町 )
県 立 彦 根 球 場 ( 松 原 町 )
鳥 居 本 出 張 所（ 鳥 居 本 町 ）
　 福 祉 セ ン タ ー（ 平 田 町 ）
グ リ ー ン ピ ア ひ こ ね ( 清 崎 町 )
市 民 会 館 （ 尾 末 町 ） ※
彦 根 保 健 所 （ 和 田 町 ）
東 沼 波 町 会 館
南 地 区 公 民 館 （ 甘 呂 町 ）
ひ こ ね 燦 ぱ れ す （ 小 泉 町 ）
武 道 場 （ 京 町 二 丁 目 ）
稲 部 町 民 広 場
亀 山 出 張 所 （ 賀 田 山 町 ）
人 権 ・ 福 祉 交 流 会 館 （ 犬 方 町 ）
高宮地域文化センター（高宮町）
旭 森 地 区 公 民 館 （ 正 法 寺 町 ）
グ リ ー ン ピ ア ひ こ ね ( 清 崎 町 )
河 瀬 出 張 所 （ 森 堂 町 ）
市 民 会 館 （ 尾 末 町 ） ※
原 町 東 集 会 所
　 福 祉 セ ン タ ー（ 平 田 町 ）
稲 枝 支 所（田原町）

犬の登録と狂犬病予防注射　日程表

※彦根市役所 本庁舎（元町）は工事中のため、彦根市民会館に場所を
　変更しましたのでご注意ください。

犬の登録と狂犬病予防注射

※出典：厚生労働省、農林水産省、世界保健機関
 どうして狂犬病予防が必要なのか？   

対象　市内で飼われている生後 91 日以上の犬
日程と会場　右下の表のとおり

料金
▶登録済の犬：3,500 円（狂犬病予防注射料金 2,950 円＋

狂犬病予防注射済票交付手数料 550 円）
▶新規登録（未登録）の犬：6,500 円（狂犬病予防注射

料金 2,950 円＋狂犬病予防注射済票交付手数料 550 円＋新
規登録手数料 3,000 円）

※法律に基づく身体障害者補助犬は、手数料が免除さ
れます。

お願い
①登録を済ませている犬の飼い主は、注射案内はがき

（3 月中旬発送予定）裏面の問診票を記入し、犬の登録
カード（愛犬カード）と一緒に持ってきてください。

②新しく登録する犬の飼い主は、住所、氏名、電話番
号、犬の名前、種類、生年月日、性別を書いたメモ
を持ってきてください。

③犬はリードにつないで来場してください。ゆるい首
輪は、犬が暴れて外れることがありますので、注意
してください。

④犬を制止する（押さえる）ことができる人が連れてき
てください。

⑤犬の体は清潔にしてきてください。
⑥犬の体調が悪い場合は、かかりつけの獣医師に相談

してから予防注射を受けてください。
⑦会場で犬がふんをしたときは、飼い主が責任を持っ

て後始末をしてください。
※鑑札・注射済票は、首輪などにつけましょう。迷子

犬になったときに、飼い主を探す大切な手がかりに
なります。

※飼い主の住所変更、犬の死亡など登録カードの内容
に変更があれば、 生活環境課に変更届または死亡
届を提出してください。届出書は彦根市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

問い合わせ先　
　 生活環境課☎ 30-6116、FAX27-0395

【致死率 100％】いったん発
症すると治療法がなく、人間
と動物に共通する感染症です。

【全世界に分布】日本、英国、オーストラリ
アなど、一部の国々を除く全世界で狂犬病
が発生しています（日本は、主に犬の登録、
予防注射、野犬の収容により、狂犬病の撲滅に
成功しています）。

【年間約5万5千人が死亡】世
界では、年間約5万5千人（う
ち 3万人以上がアジア地域）が
狂犬病で亡くなっています

（推計）。

【９割の犬が発生国から輸入】日本
の犬の 9 割以上は、狂犬病発生国か
ら輸入しており、いつ狂犬病が発生
してもおかしくない状態です。

【最近の死亡事例】平成18年に、
海外で犬に噛まれ、日本に帰
国してから狂犬病を発症して
死亡する事例がありました。

狂
犬
病
は
お
そ
ろ
し
い

病
気
で
す
。
予
防
注
射

を
受
け
ま
し
ょ
う
！


